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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ライニングの前方に床置き式便器を設置するための便器設置構造であって、
　前記床置き式便器の後部側の部分である挿入部分が前記ライニングの内方に入り込んだ
配置を許容するように、前記挿入部分の両側方に分割離隔して形成された前記ライニング
の分割前板部と、
　前記床置き式便器の前記配置を許容するように形成された前記ライニングのフレーム部
材と、を備え、
　前記分割前板部は、前記フレーム部材側の各対応する係止部材に係止されて前記分割前
板部を前記フレーム部材に取付けるための被係止部材がそれぞれ裏面に設けられ、前記各
被係止部材のうち少なくとも所定の被係止部材は対応する前記係止部材に係止された状態
で締緩自在に位置固定する位置固定具を備えている便器設置構造。
【請求項２】
　前記フレーム部材は、前記床置き式便器の前記挿入部分を回避して、前記挿入部分の両
側のフレーム構造部材を連結する連結部材を有する請求項１に記載の便器設置構造。
【請求項３】
　前記床置き式便器後部の前記分割前板部から外方に露呈している部分の側方に設けられ
たサイドカバーと、
　前記床置き式便器本体と前記サイドカバーとの隙間及び前記サイドカバーと前記ライニ
ングとの間隙に対応する位置に配され、前記両間隙を隠蔽する隠蔽部材と、
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　が設けられた請求項１又は２に記載の便器設置構造。
【請求項４】
　ライニングの前方に床置き式便器を設置するための便器設置構造であって、
　前記床置き式便器の後部側の部分である挿入部分が前記ライニングの内方に入り込んだ
配置を許容するように、前記挿入部分の両側方に分割離隔して形成された前記ライニング
の分割前板部と、
　前記床置き式便器の前記配置を許容するように形成された前記ライニングのフレーム部
材と、を備え、
　前記フレーム部材は、前記床置き式便器の前記挿入部分を回避して、前記挿入部分の両
側のフレーム構造部材を連結する連結部材を有する便器設置構造。
【請求項５】
　ライニングの前方に床置き式便器を設置するための便器設置構造であって、
　前記床置き式便器の後部側の部分である挿入部分が前記ライニングの内方に入り込んだ
配置を許容するように、前記挿入部分の両側方に分割離隔して形成された前記ライニング
の分割前板部と、
　前記床置き式便器の前記配置を許容するように形成された前記ライニングのフレーム部
材と、を備え、
　前記床置き式便器後部の前記分割前板部から外方に露呈している部分の側方に設けられ
たサイドカバーと、
　前記床置き式便器本体と前記サイドカバーとの隙間及び前記サイドカバーと前記ライニ
ングとの間隙に対応する位置に配され、前記両間隙を隠蔽する隠蔽部材と、
　が設けられた便器設置構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トイレユニットにおける便器設置構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、トイレユニットは使用時の快適さ、掃除やメンテナンスの容易さ等々多様な要請
に応え得るようになり、車椅子に乗った利用者にも種々配慮の行き届いた製品の開発が進
展しつつある。
　このような状況にあってライニングを有するトイレユニットでは、車椅子に乗った利用
者がトイレユニットに進入後便器への乗り換え等のために車椅子ごと旋回動作を行うこと
ができるように、便器周囲に十分な空間が確保されることが望まれている。この要請に応
えるために、便器の後部構造部である導水部、及び、給水口等をライニングの内部に収納
するようにした便器の設置構造も提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　一方、トイレユニットのライニング壁面を構成する前板を、この前板裏面にねじ止めさ
れた金属板小片でなる引掛け金具でライニングフレーム横部材に引っ掛けて取付ける構造
にして、前板取付け工事を容易にする提案もある（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２８４０４５号公報
【特許文献２】特開平８－２１８４６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１所載のトイレユニットにおける便器設置構造では、壁掛け式便器に替えて床
置き式便器を設置する場合に生じる課題については認識が示されていない。即ち、床置き



(3) JP 6333144 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

式便器後部の収容空間を確保しつつ使用者が手すりに全体重をかけた場合にも十分に耐え
得る高剛性のフレーム構造や、ライニング下部前板と便器との間に無用な隙間を生じない
取付け構造等については課題認識がなく、そのような課題に応え得る技術の開示はない。
【０００６】
　また、特許文献２所載の前板の取付け構造では、便器は、ライニング下部前板に後部を
接して設置される構造であり、便器の前方空間を拡大可能な構成については開示がない。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、ライニングを有するトイレユニット
に床置き式便器を適用しても、便器前方に十分な空間を確保することが可能な便器設置構
造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するべく、茲に、次の技術を提案する。
【０００９】
　ライニングの前方に床置き式便器を設置するための便器設置構造であって、
　前記床置き式便器の後部側の部分である挿入部分が前記ライニングの内方に入り込んだ
配置を許容するように、前記挿入部分の両側方に分割離隔して形成された前記ライニング
の分割前板部と、
　前記床置き式便器の前記配置を許容するように形成された前記ライニングのフレーム部
材と、
　を備えた便器設置構造。
【００１０】
　また、前記分割前板部は、前記フレーム部材側の各対応する係止部材に係止されて前記
分割前板部を前記フレーム部材に取付けるための被係止部材がそれぞれ裏面に設けられ、
前記各被係止部材のうち少なくとも所定の被係止部材は対応する前記係止部材に係止され
た状態で締緩自在に位置固定する位置固定具を備えていることが好ましい。
【００１１】
　また、前記分割前板部と前記床置き式便器の前記挿入部分との間隙を覆う調整板を更に
備えていることが好ましい。
【００１２】
　また、前記フレーム部材は、前記床置き式便器の前記挿入部分を回避して、前記挿入部
分の両側のフレーム構造部材を連結する連結部材を有することが好ましい。
【００１３】
　また、前記床置き式便器後部の前記分割前板部から外方に露呈している部分の側方に設
けられたサイドカバーと、
　前記床置き式便器本体と前記サイドカバーとの隙間及び前記サイドカバーと前記ライニ
ングとの間隙に対応する位置に配され、前記両間隙を隠蔽する隠蔽部材と、が設けられる
ことが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ライニングを有するトイレユニットに床置き式便器を適用しても、便
器前方に十分な空間を確保することが可能な便器設置構造を具現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態としての便器設置構造を有するトイレユニットの斜視図である
。
【図２】図１のトイレユニットにおける便器周りの内部構造を表す斜視図である。
【図３】図２の分割前板部と調整板の取付け構造を表す斜視図である。
【図４】図３の分割前板部裏面の被係止部材の側面図である。
【図５】図２のサイドカバーの隙間を隠蔽する隠蔽部材を表す図である。
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【図６】図２、図３の連結部材を表す図である。
【図７】図１のトイレユニットにおける便器周りの内部構造を側面視した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳述することにより本発明を明らかに
する。
　図１は、本発明の実施形態としての便器設置構造を有する多目的トイレとしてのトイレ
ユニットの斜視図である。
　多目的トイレとしてのトイレユニット１は、車いすに乗った状態で出入りが可能なトイ
レルームに設置される。このトイレユニット１は、図示の便器１０と、後方ライニング３
０と、側方ライニング４０と、この側方ライニング４０の上面に設けられる手洗器５０及
び洗面器６０と、側方ライニング４０の前面４０ａに配置される操作部７０と、可動手す
り３２と、固定手すり３３と、を備える。また、側方ライニング４０の内部には、図１で
は見えない給水部及び排水部が配置される。
【００１７】
　便器１０は、床置き式便器であり、便器本体１１と、この便器本体１１の上部に便器本
体１１に対して開閉可能に取り付けられる便座１２と、を含んで構成される。
　尚、本明細書における以下の表記では、前後左右の向きは、便座１２に座った使用者の
視座で見た場合のものとして表している。また、縦及び横は、鉛直方向であること及び水
平方向であることと略同義の慣習的表記である。
【００１８】
　後方ライニング３０は、便器１０の後方に配置される。より具体的には、後方ライニン
グ３０は、少なくとも前面３０ａ及び上面３０ｂを有する箱状に構成され、平面視におけ
る長辺がトイレルームの後方壁面１０１に沿うように、且つ、短辺がトイレルームの側方
壁面１０２に沿うように配置される。また、前面３０ａ側は複数の前板３４で覆われ、右
側方側は側板３５で覆われている。このような後方ライニング３０の前面３０ａにおける
便器１０の上方の前板３４には、背もたれ３１が取り付けられる。
【００１９】
　便器１０の右後方の前板は、特に、分割前板部（右分割前板部）３０２で構成され、こ
の図１では見えない便器１０の左後方の前板も、後述するような分割前板部（左分割前板
部）３０１で構成されている。更に、便器１０の後方側の右側方部分は右サイドカバー１
２２で覆われ、右サイドカバー１２２で覆いきれない隙間が右隠蔽部材１２４で隠蔽され
ている。図１では見えない便器１０の後方側の左側方部分も、後述するような左サイドカ
バー１２１で覆われ、左サイドカバー１２１で覆いきれない隙間が左隠蔽部材１２３で隠
蔽されている。
【００２０】
　側方ライニング４０は、便器１０の左側方に配置される。より具体的には、側方ライニ
ング４０は、箱状に構成され、長辺がトイレルームの側方壁面１０２に沿うように、且つ
、短辺が後方ライニング３０の前面３０ａの前側に位置するように配置される。
　側方ライニング４０の上面はカウンター４６として構成される。また、側方ライニング
４０の前面４０ａは、複数の前板４２で構成され、側面は側板４３で構成され、下部には
床面１０３との間に巾木４４が張りめぐらされている。更に、側方ライニング４０の下部
には、ダストボックス４５が収納される区画である収納部が設けられ、この区画の前面側
は部分的に蓋部である前板４２で覆われている。蓋部である前板４２の上方には廃棄物が
投入される投入口としての投入用開口４５０が開口している。
【００２１】
　手洗器５０は、底部に排水開口５１ａが形成された手洗ボウル部５１と、手洗側水栓５
２とを有する。
　また、洗面器６０は、底部に排水開口６１ａが形成された洗面ボウル部６１と、洗面側
水栓６２と、液体せっけん収容容器６３とを有する。
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　また、操作部７０には、便座１２の温水の吐出操作を行う操作部７１と、ボタンを押す
ことにより便器１０の洗浄操作を行うタッチ操作部７２とが備えられている。
　タッチ操作部７２の下部には、前板４２に紙巻器１１５が取り付けられる。
【００２２】
　図２は、図１のトイレユニット１における便器周りの内部構造を表す斜視図である。
　尚、図２では、フレームの構造を明瞭に表すために、前板３４については透視にて二点
鎖線で表し、左右の分割前板部についてのみ実線図示している。
　図２において、便器本体１１は、後方側の部分である挿入部分１４が、後方ライニング
３０の内方に入り込んで挿入される如く配置される。本例では、この挿入部分１４に、排
水管（図２では不図示）に接続される排水フランジ１５や洗浄用の水の供給を受ける給水
路１６等が通常の如く形成されている。
　また、便器１０の後方側の左側方部分が、左サイドカバー１２１で覆われ、左サイドカ
バー１２１で覆いきれない隙間が左隠蔽部材１２３で隠蔽されている。このため、便器本
体１１後方の凹凸の多い複雑な外観の機能部が隠蔽されて、美観が向上し、更に、便器本
体１１後方下部の複雑な形状の部位への塵埃の堆積が予防されて清掃もし易い。　
【００２３】
　トイレユニット１における後方ライニング３０（図１）の内部には、構造部材としての
複数の縦フレーム１３１と横フレーム１３２とが図２のように縦横に組みわされて設けら
れている。縦フレーム１３１のうち特に、２本の縦フレーム１３３及び１３４が左右に間
隔を空けて設けられ、その間隔は、便器本体１１の挿入部分１４が、後方ライニング３０
（図１）の前板３４より内方に入り込んで配置されることが許容される程度に確保されて
いる。
　また、横フレーム１３２も、この配置における便器本体１１の挿入部分１４と干渉する
位置には設けられていない。
【００２４】
　この場合、特に、最下段の横フレームについては、上述の配置が許容されるべく、便器
本体１１の挿入部分１４と干渉する部分が完全に途切れた形状に構成されると、複数の縦
フレーム１３１（１３３、１３４を含む）と横フレーム１３２とが組み合わされて所要の
剛性を得る構造ではその剛性が不足する。図１のように、多目的トイレのトイレユニット
１では、後方ライニング３０に可動手すり３２が設けられている。この可動手すり３２に
は、使用者が略全体重をかけて掴まるような場合があるため、後方ライニング３０（その
内部のフレーム等の構造部材）の剛性の確保は極めて重要である。
【００２５】
　このため、本実施形態では、最下段の横フレームについては、床置き式便器本体１１の
挿入部分１４が前板３４よりも後方ライニング３０内方に入り込んでいる部分を回避する
形状の連結部材１６０によって、当該入り込んでいる部分の両側の２本の縦フレーム１３
３及び１３４に連なる短い横フレームを連結している。
　即ち、本実施形態では、縦横に設けられたフレーム部材（縦フレーム及び横フレーム）
は、床置き式便器の便器本体１１の上記配置を許容しつつ、縦横のフレームが特定の部位
で機械強度的結合が途切れないようにして所要の剛性を確保するように形成されている。
【００２６】
　既述のように、後方ライニング３０（図１）の前面３０ａは前板３４で覆われるが、便
器本体１１後方の一部の前板については、便器本体１１の挿入部分１４が、後方ライニン
グ３０の前板３４（図１）より内方に入り込んで配置されることが許容されるように、当
該挿入部分１４との干渉を避けるように分割離隔して分割前板部として構成されている。
　図２の実施形態では、便器本体１１の後方左側の、左分割前板部３０１と、便器本体１
１の後方右側の、右分割前板部３０２とがこの分割前板部である。特に、この例では、左
分割前板部３０１と、便器本体１１の後方左側の部位との間隙を覆う左調整板３１１が、
左分割前板部３０１に取付けられて設けられている。便器本体１１の後方右側の部位につ
いても同様の右調整板３１２が右分割前板部３０２に取付けられて設けられているが、こ
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れらの細部については、適宜、図３を併せ参照して更に詳述する。
【００２７】
　図３は、図２の分割前板部と調整板の取付け構造を表す斜視図である。
　図３において、図２との対応部には同一の符号を附して示し、それら各部の説明は適宜
省略する。
　左分割前板部３０１の裏面には、例えば、金属板等でなる被係止部材３０３及び被係止
部材３０５が上下に離隔して設けられている。これらの被係止部材３０３及び被係止部材
３０５は、縦フレーム１３３に横方向に突設されている係止部材１３５及び係止部材１３
７に対応するものである。係止部材１３５及び係止部材１３７に、被係止部材３０３及び
被係止部材３０５が引っ掛けられて係止されることにより、左分割前板部３０１が取付け
られる。
【００２８】
　右分割前板部３０２ついても、左分割前板部３０１につき上述したところと同様の取付
け方法が採られる。
　即ち、右分割前板部３０２の裏面には、例えば、金属板等でなる被係止部材３０４及び
被係止部材３０６が上下に離隔して設けられている。これらの被係止部材３０２及び被係
止部材３０６は、縦フレーム１３４に横方向に突設されている係止部材１３６及び係止部
材１３８に対応するものである。係止部材１３６及び係止部材１３８に、被係止部材３０
４及び被係止部材３０６が引っ掛けられて係止されることにより、右分割前板部３０２が
取付けられる。
【００２９】
　また、既述のように、左分割前板部３０１と、便器本体１１の後方左側の部位との間隙
を覆う左調整板３１１が、左分割前板部３０１に取付けられている。この取付けは、例え
ば、左調整板３１１側に設けられた縦方向に長い長穴を通して左分割前板部３０１の裏面
にビス止めする方法を採ることができる。この場合には、左調整板３１１の縦方向の位置
を適宜調節しながら取付けることができるため、上述の隙間を覆うための調節が容易であ
る。
【００３０】
　右分割前板部３０２にも、同様に、右調整板３１２が取付けられている。この取付けに
ついても、例えば、右調整板３１２側に設けられた縦方向に長い長穴を通して右分割前板
部３０２の裏面にビス止めする方法を採ることができる。この場合も、右調整板３１２の
縦方向の位置を適宜調節しながら取付けることができるため、上述の隙間を覆うための調
節が容易である。
【００３１】
　上述のような左調整板３１１及び右調整板３１２側が設けられることにより、便器本体
１１の後方の部位と、左右の分割前板部３０１、３０２との間隙が十分に覆われるため、
塵埃が後方ライニング３０内に入り込むことが予防される。更には、美観上も優れたもの
となる。
【００３２】
　図３を参照すると、既述の連結部材１６０によってフレームを連結している様子がより
明らかである。
　即ち、最下段の横フレームについては、床置き式便器本体１１の挿入部分１４が前板３
４よりも後方ライニング３０内方に入り込んでいる部分を回避する形状を採るべく、当該
入り込んでいる部分は、左右の短い横フレーム１３２Ｌ及び１３２Ｒに分断されている。
そして、これら分断された左右の短い横フレーム１３２Ｌ及び１３２Ｒが、連結部材１６
０によって連結されている。左右の短い横フレーム１３２Ｌ及び１３２Ｒは、便器本体１
１の挿入部分１４が入り込んでいる部分の両側の２本の縦フレーム１３３及び１３４とも
それぞれ連結されている。
【００３３】
　図４は、図３の分割前板部裏面の被係止部材の側面図である。図４では、左分割前板部
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３０１裏面上側の被係止部材３０３について例示している。
　左分割前板部３０１裏面上側の、例えば、金属板でなる被係止部材３０３は、縦フレー
ム１３３（図３）に突設されている係止部材１３５に対し、上から下に向けて引っ掛かる
ように係止した状態で、締緩自在に位置固定する位置固定具としてのユリアねじ３０７を
備えている。被係止部材３０３は、左分割前板部３０１裏面に沿う取付部３０３ａでねじ
（不図示）によってこの裏面に止め付けられる。被係止部材３０３は、取付部３０３ａか
ら段を成して起立した肩部３０３ｂと、この肩部３０３ｂから下方に降下して係止部材に
引っ掛かる引掛け部３０３ｃを有する形に形成されている。
【００３４】
　肩部３０３ｂにはねじ穴が穿孔され、ここに位置調整ねじ３０８が縦方向（鉛直方向）
に螺合している。また、位置固定具としてのユリアねじ３０７は引掛け部３０３ｃに穿孔
されたねじ穴に横方向（水平方向）に螺合している。
　ユリアねじ３０７を緩めた状態で、位置調整ねじ３０８を廻して肩部３０３ｂから下方
への突出を調整することによって、左分割前板部３０１の鉛直方向の位置や傾きを調整し
たうえで、ユリアねじ３０７を締めるという簡単な操作で、左分割前板部３０１の位置調
整ができる。
【００３５】
　位置調整ねじ３０８は軸が縦方向（鉛直方向）であるため、左右の分割前板部３０１及
び３０２の上方の前板３４が未設置の施工段階で、作業者が上からドライバーで容易にね
じ込みの程度を調整できる。
　一方、位置固定具をねじとする場合は、軸が横方向（水平方向）となるために、ドライ
バーで操作するについては、ドライバーの全長を収容するだけの作業空間を確保し難い。
後方ライニング３０の奥行寸法が限られているからである。本実施形態では、この位置固
定具としてのねじがユリアねじ３０７であるため、ドライバー等の軸方向に長い工具を要
さず、作業者が奥行の狭い作業空間の中で、指で容易に緩めたり締めたりする操作を行っ
て、適切な位置固定を行うことができる。
【００３６】
　尚、図３の４つの被係止部材３０３、３０５、及び、３０４、３０６の何れについても
、図４を参照して説明した位置調整ねじ３０８を有する構成を採ることができるが、図４
と同様の構成を採る被係止部材は、被係止部材３０３、及び、３０４の限りとして、構成
を簡素化してもよい。
【００３７】
　図５は、図２のサイドカバーの隙間を隠蔽する隠蔽部材を表す図である。
　図５の、（ａ）部には、サイドカバー（図２の、左サイドカバー１２１）と床置き式便
器本体１１との隙間を隠蔽する左隠蔽部材１２３を正面視した様子が表され、（ｂ）部に
は、左隠蔽部材１２３を側面視した様子が表されている。
　左隠蔽部材１２３は、左サイドカバー１２１の後端縁近傍裏面に上下に沿って、この後
端縁から若干後方に張り出すように配される下部隠蔽部１２３ａと、この下部隠蔽部１２
３ａから便器本体側に折り曲げられるようにして短く延出した上部隠蔽部１２３ｂとを含
む形状に成形されている。下部隠蔽部１２３ａに対して上部隠蔽部１２３ｂが折り曲げら
れてなす角度は、劣角側で見て、例えば、１５６度程度であり、このとき、上部隠蔽部１
２３ｂの延長方向の長さが２０ｍｍであるとすると、上部隠蔽部１２３ｂは鉛直方向下向
きの視線に対して、略１０ｍｍの隙間を隠蔽できる。
【００３８】
　尚、上記は左サイドカバー１２１に関する左隠蔽部材１２３であるが、本実施形態では
、便器本体１１の右側にも右サイドカバー１２２が設けられ（図７）、この右サイドカバ
ー１２２についても、図５の左隠蔽部材１２３と同様の右隠蔽部材１２４が設けられる（
図７）。
　即ち、このような左右のサイドカバー１２１、１２２と、左右の隠蔽部材１２３、１２
４によって、便器本体１１後方の凹凸の多い複雑な外観の機能部が隠蔽されて、側方視か
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らも、上方視からも、有効に隠蔽されて、美観が向上すると共に、便器本体１１後方下部
の複雑な形状の部位への塵埃の堆積が予防されて清掃もし易くなる。
　尚、本例では、左サイドカバー１２１の後端縁に臨む裏面に左隠蔽部材１２３が接着さ
れて一つの組立体を構成し、この組立体を便器本体１１左側後方に適宜の手段で取付けた
状態で、左分割前板部３０１の左調整板３１１を左隠蔽部材１２３の表面側に当接させて
、間隙が極小となるように位置調整するといった施工手順が採られる。
　この点は、便器本体１１の右側についても同様である。即ち、右サイドカバー１２２の
後端縁に臨む裏面に右隠蔽部材１２４が接着されて一つの組立体を構成し、この組立体を
便器本体１１右側後方に適宜の手段で取付けた状態で、右分割前板部３０２の右調整板３
１２を右隠蔽部材１２４の表面側に当接させて、間隙が極小となるように位置調整すると
いった施工手順が採られる。
【００３９】
　図６は、図２、図３の連結部材を表す図である。図６の、（ａ）部は、連結部材１６０
を平面視した様子を表し、（ｂ）部は、連結部材１６０を正面視した様子を表し、（ｃ）
部は、側面視した様子を表している。
　連結部材１６０の前縁部１６１は、床置き式便器本体１１の既述の挿入部分１４との干
渉を回避するために、左右両側を除く中央の大部分の領域が後方に、左右両側から弧を描
くように後退した形状になされている。
【００４０】
　即ち、図示の如く、前縁部１６１は、左後退縁部１６１Ｌ及び右後退縁部１６１Ｒで、
それぞれ四半円状の円弧を対向する向きに描きつつ後退し、これによって、床置き式便器
本体１１の後方側の部分との干渉が回避されるように成形されている。
　連結部材１６０の平面視で直線状の後縁には後縁起立部１６２が形成されて、曲げ応力
に抗する所要の剛性が得られるように成形されている。
【００４１】
　また、左右両側縁には、左側縁起立部１６３Ｌ及び右側縁起立部１６３Ｒが形成されて
、曲げや捩じりの応力に抗する所要の剛性が得られるように成形されている。
　更に、前縁部１６１の左右側端近傍の、円弧を対向する向きに描いた左後退縁部１６１
Ｌ及び右後退縁部１６１Ｒよりも外側の部位には、それら部位の前端に、それぞれ、左前
端起立部１６４Ｌ及び右側縁起立部１６４Ｒが形成されている。
【００４２】
　連結部材１６０は、これら左前端起立部１６４Ｌ及び右側縁起立部１６４Ｒで、図３を
参照して既述の左右の短い横フレーム１３２Ｌ及び１３２Ｒに、それらの後方側（裏面側
）で溶接等によって接合されている。
　連結部材１６０は、図６を参照して説明したように、それ自体が十分な剛性を有するも
のであるため、可動手すり３２に使用者が略全体重をかけて掴まるような状況があっても
、そのような状況に十分に耐え得るだけの後方ライニング３０（そのフレーム）の剛性が
得られる。
　また、本例における連結部材１６０は、図６の（ａ）部を参照して特に明らかなように
、その前後方向の寸法が短く、左右方向の寸法が長い形状が採られている。このため、便
器本体１１後方の排水管１１１（図７）と平行に、更に他の配管が配設されるような状況
下でも、このような配管との干渉が有効に回避される。更に、連結部材１６０は、後方向
の寸法が短いだけでなく、前縁部１６１の中央部の大部分は左右両端から円弧を描いて後
退した左右の後退縁部１６１Ｌ及び１６１Ｒに連なって大きく後退している。このため、
便器本体１１の挿入部分１４との干渉を避け得る限りで、連結部材１６０を前方に寄せて
（即ち、便器本体１１に近接させて）配置することがでる。従って、上述のような配管と
の干渉が一層有効に回避される。
【００４３】
　図７は、図１のトイレユニットにおける便器周りの内部構造を側面視した図である。
　この図７において、既述の各図との対応部は同一の符号を附して示し、それら対応部の
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説明は適宜省略する。
　尚、図７は、トイレユニット１における便器本体１１周りの内部構造を右側から側面視
したものであるため、図２では現れない部分についても一部図示されている
【００４４】
　図７を参照して特に明らかなように、便器本体１１の挿入部分１４は、後方ライニング
３０の前板（便器本体１１よりも上方の前板）３４の位置より内方に入り込むように配置
される。
　この配置を可能にすべく、図３を参照して詳述したように、最下段の横フレームは、便
器本体１１の挿入部分１４が入り込んでいる部分では、左右の短い横フレーム１３２Ｌ及
び１３２Ｒに分断されている。そして、これら分断された左右の短い横フレーム１３２Ｌ
及び１３２Ｒが、連結部材１６０によって連結されている。左右の短い横フレーム１３２
Ｌ及び１３２Ｒは、便器本体１１の挿入部分１４が入り込んでいる部分の両側の２本の縦
フレーム１３３及び１３４ともそれぞれ連結されている。この図７では、この連結部材１
６０と右の短い横フレーム１３２Ｒが表されている。
【００４５】
　一方、図２では透視して二点鎖線で表されている前板３４は、この図７では実線にて図
示されている。前板３４の、裏面上側に被係止片３４ａ、裏面下側に被係止片３４ｂが設
けられている。前板３４は、これら被係止片３４ａ、３４ｂが縦フレーム１３４側に設け
られた、各対応する係止部材１３４ａ、及び、１３４ｂに引っ掛けられて係合することに
より取付けられている。尚、図１における後方ライニング３０の上面３０ｂは、図７より
明らかなように、甲板３２０により形成される。
　便器本体１１の後方側における既述の排水フランジ１５（図２）は排水管１１１に接続
され、また、既述の給水路１６（図２）はロータンク１１２に接続される。
【００４６】
　図７で側面視される右分割前板部３０２は、裏面に設けられた被係止部材３０４、３０
６が、縦フレーム１３４に突設された係止部材１３６、１３８に係止されるようにして取
付けられている。右分割前板部３０２裏面の被係止部材３０４も、図４を参照して詳述し
た左分割前板部３０１裏面の被係止部材３０３と同様の構成であり、位置固定具としての
ユリアねじ３０７と位置調整ねじ３０８とが螺合される。尚、右分割前板部３０２には、
図３を参照して既述のように、右調整板３１２が取付けられているが、図７では描線の錯
綜を避けて図示省略されている。
【００４７】
　また、図２の左サイドカバー１２１に対応して、便器本体１１の右側にも右サイドカバ
ー１２２が設けられ、この右サイドカバー１２２についても、図５の左隠蔽部材１２３と
同様の右隠蔽部材１２４が設けられる。
【００４８】
　以上に詳述した本実施形態によれば、次のような効果を奏する。
【００４９】
　ライニング（後方ライニング）３０の前板３４のうち一部のものが、便器本体１１の後
方の両側方に分割離隔して配された分割前板部（左分割前板部３０１、右分割前板部３０
２）で構成され、且つ、ライニング（後方ライニング）３０のフレーム部材（縦フレーム
１３３及び１３４、横フレーム１３２、左右の短い横フレーム１３２Ｌ及び１３２Ｒ、連
結部材１６０）が、床置き式便器本体１１の後方側の部分が、ライニング３０の前板より
内方に入り込むように配置することが許容されるように形成されている。
　このため、床置き式便器本体１１は、その挿入部分１４がライニング３０内方に入り込
むように配置されるについて、この配置を阻害するものがない。
　従って、床置き式便器本体１１は、その前方に、利用者が車椅子に乗ったまま旋回等を
行うについて十分な空間が確保されるような配置をとることができる。
【００５０】
　また、特に、分割前板部（左分割前板部３０１、右分割前板部３０２）を、フレーム部
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材の各対応する係止部材（係止部材１３５、１３７、及び、係止部材１３６、１３８）に
係止されて分割前板部（左分割前板部３０１、右分割前板部３０２）をフレーム部材に取
付けるための被係止部材（被係止部材３０３、３０５、及び、被係止部材３０４、３０６
）がそれぞれ裏面に設けられたものとして構成し、更に、これら各被係止部材（被係止部
材３０３、３０５、及び、被係止部材３０４、３０６）のうち少なくとも所定の被係止部
材は対応する係止部材（係止部材１３５、１３７、及び、係止部材１３６、１３８）に係
止された状態で締緩自在に位置固定する位置固定具（位置固定具としての、例えば、）を
備えたものとすることも好ましい。
　この場合は、分割前板部（左分割前板部３０１、右分割前板部３０２）の鉛直方向の位
置や傾きを調整したうえで、位置固定具（ユリアねじ３０７）を締めるという簡単な操作
で、分割前板部の位置調整ができ、施工時における作業性が良好である。
【００５１】
　また、特に、分割前板部（左分割前板部３０１、右分割前板部３０２）と床置き式便器
本体１１の挿入部分１４との間隙を覆う調整板（左調整板３１１、右調整板３１２）を設
けることも好ましい。
　この場合は、塵埃が後方ライニング３０内に入り込むことが予防され、更には、美観上
も優れたものとなる。
【００５２】
　また、特に、フレーム部材（縦フレーム１３３及び１３４、横フレーム１３２、左右の
短い横フレーム１３２Ｌ及び１３２Ｒ）は、床置き式便器本体１１の挿入部分１４が分割
前板部（左分割前板部３０１、右分割前板部３０２）よりもライニング３０内方に入り込
んでいる部分を回避して、当該入り込んでいる部分の両側のフレーム構造部材（左右の短
い横フレーム１３２Ｌ及び１３２Ｒ）を連結する連結部材（連結部材１６０）を有する構
成を採ることは好ましい。
　この場合は、床置き式便器本体１１を、その挿入部分１４がライニング３０内方に入り
込むように配置するについて、便器本体１１に干渉してこの配置を阻害するものがない。
　更に、連結部材（連結部材１６０）によって、縦横のフレームが特定の部位で機械強度
的結合が途切れないように協働して、ライニング３０（そのフレーム）の所要の剛性を確
保することができる。
【００５３】
　また、特に、床置き式便器本体１１の後方側の分割前板部（左分割前板部３０１、右分
割前板部３０２）から外方に露呈している部分を覆うサイドカバー（左右のサイドカバー
１２１、１２２）を設け、更に、床置き式便器本体１１とサイドカバー（左右のサイドカ
バー１２１、１２２）との隙間を隠蔽する隠蔽部材（左右の隠蔽部材１２３、１２４）が
設けることも好ましい。
　この場合は、サイドカバー（左右のサイドカバー１２１、１２２）と隠蔽部材（左右の
隠蔽部材１２３、１２４）によって、便器本体１１後方の凹凸の多い複雑な外観の機能部
が隠蔽されて、美観が向上すると共に、便器本体１１後方下部の複雑な形状の部位への塵
埃の堆積が予防されて清掃もし易くなる。
【符号の説明】
【００５４】
　１　　トイレユニット
　１０　　便器
　１１　　便器本体
　１４　　挿入部分
　３４　　前板
　１２１　　左サイドカバー
　１２２　　右サイドカバー
　１２３　　左隠蔽部材
　１２４　　右隠蔽部材



(11) JP 6333144 B2 2018.5.30

10

　１３１　　縦フレーム
　１３２　　横フレーム
　１３２Ｌ、１３２Ｒ　　短い横フレーム
　１３３、１３４　　縦フレーム
　１３５、１３６、１３７、１３８　　係止部材
　１６０　　連結部材
　３０１　　左分割前板部
　３０２　　右分割前板部
　３０３、３０４、３０５、３０６　　被係止部材
　３０７　　ユリアねじ（位置固定具）
　３１１　左調整板
　３１２　右調整板

【図１】 【図２】
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